
 

 

 

 

 

◎  令和６年労働災害発生状況（２月） 

 
大河原署管内 宮城局管内 

R5 R6 前年比 R5 R6 前年比 

製造業 計 1  5  4 34  37     3 

食 料 品 製 造 業 1  0  -1 17  11    -6 

機械金属製造業 0  2  2 11  16     5 

建設業 計 3  1  -2  35 (1) 32  -3(-1) 

土 木 工 事 業 3  0  -3  14  10  -4 

建 築 工 事 業 0  0   12  12  0 

そ の 他 の 建 設 0  1  1 9 (1) 10  1(-1) 

運輸交通業 計 3  0  -3 54  42    -12 

陸上貨物運送業 1  0  -1 42  41    -1 

商 業 6  2  -4 49 (1) 39   -10(-1) 

社会福祉施設 2  1  -1 23  27  4 

全 産 業  22  15  -7 283 (2) 243 (1) -40(-1) 

 

 

 

 

 

 

４月は新規採用や配置替えになる労働者が多くなる時期です。令和４年は宮城県内の休業４日以上の

死傷者のうち経験年数が１年未満の労働者は全体の１７．５%を占めております。（令和５年数値未確定） 

新たに雇い入れられた労働者や配置換えにより作業内容が変更になった労働者が経験不足による労働

災害を防止するために、確実に以下の事項について安全衛生教育を行いましょう。 

（労働安全衛生法第５６条等）       

 

 

  

※１ 休業４日以上の死傷労働災害（労働者死傷病報告による）の速報値。※前年比は死傷者数（人）。※( )は内数で死亡者数／※２ 機械金属製造業は、鉄鋼

業・金属製品・一般機械・電気機械・輸送機械製造業の合計。／※３ 陸上貨物運送業は道路貨物運送業と陸上貨物取扱業の合計。 
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労基署便り  
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新型コロナウイルス感染症によるものを除き R5 及び R6 を掲載しています。 

雇い入れ時の安全衛生教育を行いましょう 

＜雇入れ時等の教育（作業内容変更も含む）＞ 

１ 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関す

ること。 

２ 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法

に関すること。 

３ 作業手順に関すること。 

４ 作業開始時の点検に関すること。 

５ 当該作業に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関する

こと 

６ 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。 

７ 事故時等における応急措置及び避難に関すること。 

８ 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために

必要な事項 

 

SafeworK 向上宣言受付中 

 

 



 

 
 

 

 

「36 協定届」や「就業規則（変更）届」等労働基準法などの電子申請が便利になりました。窓口が閉

まっていても届出ができます。ぜひご利用ください。 

手続きについては、厚生労働省 HP により e-Gov の利用方法をご確認ください。 

～最近の変更点～ 

○令和３年４月１日から、電子署名・電子証明書が不要になっています。 

○令和５年２月 27日から、１年単位の変形労働時間制に関する協定届の本社一括 

届出が開始されました。 

○令和５年２月 27日から、受付印が付いた控えをダウンロードできる手続が 27の 

届出・申請等に拡充されました。 

○令和５年２月 27日から、36協定届のエラーチェック機能が拡充されました。 

○令和６年１月４日から、36協定届の新様式が追加されました。 

○令和６年２月 23日から、１箇月単位の変形労働時間制に関する協定届等の本社一括届出が開始

されました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行：大河原労働基準監督署（TEL0224-53-2154）柴田郡大河原町字新東 24-25 

労働条件や安全衛生の確保・改善、労災補償等についてご不明な点やお悩みのことがあれば、お気軽にご相談ください。 

労働時間制度等のご相談については「労働時間相談・支援班」がご希望に応じて個別訪問で対応いたします。 

労働条件関係は監督係、労働災害防止・健康確保対策関係は安全衛生係、労働保険料・労災保険関係は労災係まで。 

電子申請をご利用ください 

 

（厚生労働省 HP） 

令和６年度「業務改善助成金」の一部変更のお知らせ  

 「業務改善助成金」は、事業場内で最も低い賃金（事業

場内最低賃金）を 30 円以上引き上げ、生産性向上に資

する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかか

った費用の一部を助成する制度です。 

 令和６年度も引き続き助成金の受付を実施しますが、

一部変更しましたので、ご注意下さい。 

 

 

 

交付申請書等の提出先は管轄の  

都道府県労働局  雇用環境・均等部（室）です  

 

 

労働基準法以外にも、安全衛生関

係、労災保険関係の電子申請も 

e-Gov により対応しております。 

 

ご不明な点は、下記の業務改善助成金コールセンターま

でお問い合わせください。 

電話番号：0120-366-440 

（受付時間 平日 8:30～17:15） 

その他詳細は厚生労働省ウェブサイトをご覧ください。 


